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 吹田市内のスポーツ施設を使用されるみなさまに、手軽に施設を利用していただけるよう、 

個人、団体単位により利用登録制度を実施しています。 

 利用登録をされた方は、施設使用申請手続等が「吹田市スポーツ施設情報システム」により、 

インターネットや携帯ウェブ、街頭端末機、電話から行えるほか、施設使用料は指定の預金口座か

ら振替えます。 

 説明をよくお読みいただいて登録手続きをお願いします。 

 

 

 

 

個人登録 テニスコート 
中の島スポーツグラウンド 桃山台スポーツグラウンド 

山田スポーツグラウンド 南正雀スポーツグラウンド 

団体登録 

野球場 
中の島スポーツグラウンド 桃山台スポーツグラウンド 

山田スポーツグラウンド 高野台スポーツグラウンド（※） 

多目的グラウンド 中の島スポーツグラウンド 

体育館 
片山市民体育館 北千里市民体育館 山田市民体育館 

南吹田市民体育館 目俵市民体育館  

武道館 武道室 

総合運動場 フィールド 

※高野台スポーツグラウンドは少年軟式野球のみご利用いただけます。 

対象施設 



登録の種類、条件 
 

営利を目的とした施設利用はできません。 

・個人登録：テニスコートを使用される場合 

       年齢が 15歳以上（中学生を除く）の方 

 ・団体登録：6名以上で構成され、その代表者が 15歳以上（中学生を除く）の団体。 

       ただし、体育館・武道館・総合運動場を使用する団体は 10 名以上。 

※同一利用者の個人・団体登録はできますが、団体登録された方が他の団体登録の代表者又は

構成員になることはできません。 

・抽選について：個人登録の場合は市内在住・在勤の方、団体登録の場合は過半数が市内在住・ 

在勤・在学※の団体であれば申込可能です。 

※大学は在籍する学部の所在地が市内であること 

 

利用登録申請の手順 
 

① 吹田市スポーツ施設情報システム利用登録申請書（3枚１組）を記入のうえ、下記のいずれ 

かの金融機関へ提出してください。 

 

 

 

 

   

3枚とも金融機関へ提出してください。 

金融機関は、承諾印を押印し、2、3枚目を申請者に返還します。 

 

 

 

 

② 必要なものを持参のうえ登録受付場所へ提出してください。 

●利用登録申請書（２枚目及び３枚目） ※①において金融機関承諾印が押印済みのもの 

●オーパスカード添付用写真（縦 3㎝×横 2.４㎝） 

※最近６か月以内に撮影、正面、胸から上で無帽のもの 

●住所を証明できる本人確認書類（運転免許証など）※団体登録の場合は代表者の本人確認書類 

  ●市外在住で、市内に在勤・在学※の方は、そのことを証明できるもの 

在勤：社員証（市内の会社の所在地が記載されているもの）又は在勤証明書 

在学：学生証又は在学証明書  ※大学は在籍する学部の所在地が市内であること 

   ※団体登録の場合は該当する方全員分の書類が必要です。 

 ●吹田市スポーツ施設情報システム団体登録構成員名簿（団体登録の場合のみ） 

    

 

1枚目：吹田市スポーツ施設使用料等口座振替依頼書（金融機関用） 

2枚目：吹田市スポーツ施設情報システム利用登録申請書兼口座振替納入承認申請書（吹田市用） 

3枚目：吹田市スポーツ施設情報システム利用登録申請書兼口座振替納入承認申請書（本人控え） 

 

ご利用いただける金融機関 

りそな銀行 三菱 UFJ 銀行 三井住友銀行 池田泉州銀行 みずほ銀行 

関西みらい銀行 北おおさか信用金庫 北大阪農業協同組合 

利用登録申請書 

※代理人が申請する場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類が必要です。 



 

 

登録期間及び登録料 
 

登録の期間は３年です。登録を更新しない場合は、更新月の月末までに必ず廃止手続きをしてく

ださい。登録料は５００円（３年間）、更新料は３００円です。指定の預金口座から登録日の翌月

の指定日２０日（土・日曜日、祝・休日の場合は翌営業日）に振り替えます。 

 

 

利用登録申請書兼口座振替納入申請書の記入例 
 

    ※原則、登録申請者と口座名義人は同一にしてください。 

 

①フリガナは左詰で濁点半濁

点も１マス使ってください。 

 

②個人登録の場合は記入の必

要はありません。 

 

③システム利用時に必要なた

め、ご希望の４桁の数字を記

入してください。 

 

④姓と名の間は、１マス空け

てください。 

 

⑤郵便番号は必ず記入してく

ださい。 

 

⑥通知等を希望する住所を記

入してください。 

※住民票の住所地と違う場合

は「備考」に住民票の住所地を

必ず記入してください。 

 

⑦携帯電話及び固定電話を記

入してください。 

 

⑧メールアドレスをご記入く

ださい。当室から連絡をする

場合があります。 

 

⑨市内在勤又は在学※の方は

必ず記入してください。 

※大学は在籍する学部の所在地が市内であること 

 

⑩誓約欄にチェックをしてください。営利を目的とした施設使用はできません。 

 

⑪通帳のお届印を押印してください。  



登録受付場所 
 

※主に利用される施設で登録申請してください。 

下記時間以外は、即日登録ができませんのでご了承ください。 

施 設 名 住  所 電  話 

片山市民体育館 出口町３１番２号 06-6389-2681 

北千里市民体育館 藤白台５丁目５番１号 06-6833-8105 

山田市民体育館 山田西３丁目８４番１号 06-6876-8855 

南吹田市民体育館 南吹田５丁目３４番１号 06-6386-7050 

目俵市民体育館 目俵町１番１１号 06-6383-3017 

受付時間 

午前 9時から午後 8 時 30分 

 

※片山第２、北千里・南吹田第４、 

山田第１、目俵第３月曜日は、 

午後 6時から 

休館日 
年末年始 

（12/29から 1/3） 

   

武道館（洗心館） 山田北２番１号 06-6877-6211 

総合運動場 竹谷町３７番１号 06-6386-5635 

受付時間 

午前 9時から午後 8 時 30分 

 

※武道館第１、総合運動場第３ 

月曜日は、午後 6時から 

休館日 
年末年始 

（12/29から 1/3） 

   

中の島スポーツグラウンド  中の島町６番１号 

問い合わせは 

スポーツグラウンド管理事務所 

06-6383-1449 

 

桃山台スポーツグラウンド  桃山台５丁目５番１号 

山田スポーツグラウンド  山田西２丁目１７番１号 

南正雀スポーツグラウンド  南正雀２丁目３３番３０号 

受付時間 

午前 9時から午後 8 時 

 

※山田スポーツグラウンドは、 

午後４時３０分まで 

休館日 
年末年始 

（12/29から 1/3） 

 

吹田市役所 

文化スポーツ推進室 
泉町 1丁目３番４０号 06-6384-2394 

受付時間 午前 9時から午後 5 時 休庁日 土・日・祝・年末年始 

 

 

 


